
人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九
―

三
○
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
六
年
四
月
一
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
九
―
三
○
―
一
○
九

人
事
院
規
則
九
―
三
○
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
九
―
三
○
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め

る
。

改

正

後

改

正

前



（
移
動
通
信
等
作
業
手
当
）

（
移
動
通
信
等
作
業
手
当
）

第
二
十
一
条

（
略
）

第
二
十
一
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

作
業
に
従
事
し
た
場
合
の
第
一
項
の
手
当
の
額
は
、
当

作
業
に
従
事
し
た
場
合
の
第
一
項
の
手
当
の
額
は
、
当

該
作
業
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
、
前
項
に
定
め
る

該
作
業
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
、
前
項
に
定
め
る

手
当
の
額
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
加
算

手
当
の
額
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
加
算

し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
一
の
日
に
お
い
て
、
当

し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
一
の
日
に
お
い
て
、
当

該
作
業
の
い
ず
れ
に
も
従
事
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、

該
作
業
の
い
ず
れ
に
も
従
事
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、

同
項
に
定
め
る
手
当
の
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の

同
項
に
定
め
る
手
当
の
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の

合
計
額
を
加
算
し
た
額
を
第
一
項
の
手
当
の
額
と
す

合
計
額
を
加
算
し
た
額
を
第
一
項
の
手
当
の
額
と
す

る
。

る
。

一

（
略
）

一

（
略
）



二

第
一
項
第
一
号
の
作
業
の
う
ち
、
著
し
く
危
険
で

二

第
一
項
第
一
号
の
作
業
の
う
ち
、
著
し
く
危
険
で

あ
る
と
人
事
院
が
認
め
る
も
の

前
項
に
定
め
る
額

あ
る
と
人
事
院
が
認
め
る
も
の

前
項
に
定
め
る
額

の
百
分
の
百
に
相
当
す
る
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
に

の
百
分
の
百
に
相
当
す
る
額

お
い
て
人
事
院
が
定
め
る
額

（
航
空
管
制
手
当
）

（
航
空
管
制
手
当
）

第
二
十
三
条

航
空
管
制
手
当
は
、
国
土
交
通
省
航
空

第
二
十
三
条

航
空
管
制
手
当
は
、
国
土
交
通
省
航
空

局
、
地
方
航
空
局
の
空
港
事
務
所
、
空
港
出
張
所
若
し

局
、
地
方
航
空
局
の
空
港
事
務
所
、
空
港
出
張
所
若
し

く
は
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
又
は
航
空

く
は
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
又
は
航
空

交
通
管
制
部
に
所
属
す
る
職
員
の
う
ち
、
国
土
交
通
大

交
通
管
制
部
に
所
属
す
る
職
員
の
う
ち
、
国
土
交
通
大

臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
航
空
交
通
管
制
技
能
証
明

臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
航
空
交
通
管
制
技
能
証
明

書
、
航
空
交
通
管
制
通
信
技
能
証
明
書
、
航
空
管
制
運

書
、
航
空
交
通
管
制
通
信
技
能
証
明
書
、
航
空
管
制
運

航
情
報
技
能
証
明
書
又
は
航
空
交
通
管
制
技
術
業
務
技

航
情
報
技
能
証
明
書
又
は
航
空
交
通
管
制
技
術
業
務
技

能
証
明
書
を
交
付
さ
れ
た
職
員
が
、
次
に
掲
げ
る
業
務

能
証
明
書
を
交
付
さ
れ
た
職
員
が
、
次
に
掲
げ
る
業
務



に
従
事
し
た
と
き
に
支
給
す
る
。

に
従
事
し
た
と
き
に
支
給
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

新
千
歳
空
港
事
務
所
、
函
館
空
港
事
務
所
、
仙
台

二

函
館
空
港
事
務
所
、
仙
台
空
港
事
務
所
、
東
京
空

空
港
事
務
所
、
東
京
空
港
事
務
所
、
新
潟
空
港
事
務

港
事
務
所
、
新
潟
空
港
事
務
所
、
中
部
空
港
事
務

所
、
中
部
空
港
事
務
所
、
関
西
空
港
事
務
所
、
広
島

所
、
関
西
空
港
事
務
所
、
広
島
空
港
事
務
所
、
福
岡

空
港
事
務
所
、
福
岡
空
港
事
務
所
、
長
崎
空
港
事
務

空
港
事
務
所
、
長
崎
空
港
事
務
所
、
熊
本
空
港
事
務

所
、
熊
本
空
港
事
務
所
、
大
分
空
港
事
務
所
、
鹿
児

所
、
大
分
空
港
事
務
所
、
鹿
児
島
空
港
事
務
所
又
は

島
空
港
事
務
所
又
は
那
覇
空
港
事
務
所
に
お
け
る
進

那
覇
空
港
事
務
所
に
お
け
る
進
入
管
制
業
務
、
タ
ー

入
管
制
業
務
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
レ
ー
ダ
ー
管
制
業
務

ミ
ナ
ル
・
レ
ー
ダ
ー
管
制
業
務
又
は
着
陸
誘
導
管
制

又
は
着
陸
誘
導
管
制
業
務
（
そ
れ
ぞ
れ
管
制
指
示
を

業
務
（
そ
れ
ぞ
れ
管
制
指
示
を
主
と
し
て
行
う
も
の

主
と
し
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）

に
限
る
。
）

三

前
号
の
空
港
事
務
所
（
新
千
歳
空
港
事
務
所
を
除

三

前
号
の
空
港
事
務
所
、
釧
路
空
港
事
務
所
、
成
田

く
。
）
、
釧
路
空
港
事
務
所
、
成
田
空
港
事
務
所
、

空
港
事
務
所
、
大
阪
空
港
事
務
所
、
八
尾
空
港
事
務



大
阪
空
港
事
務
所
、
八
尾
空
港
事
務
所
、
高
松
空
港

所
、
高
松
空
港
事
務
所
、
松
山
空
港
事
務
所
、
高
知

事
務
所
、
松
山
空
港
事
務
所
、
高
知
空
港
事
務
所
、

空
港
事
務
所
、
北
九
州
空
港
事
務
所
若
し
く
は
宮
崎

北
九
州
空
港
事
務
所
若
し
く
は
宮
崎
空
港
事
務
所
又

空
港
事
務
所
又
は
人
事
院
の
定
め
る
空
港
出
張
所
若

は
人
事
院
の
定
め
る
空
港
出
張
所
若
し
く
は
空
港
・

し
く
は
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
に
お

航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
に
お
け
る
飛
行
場
管

け
る
飛
行
場
管
制
業
務
（
管
制
指
示
を
主
と
し
て
行

制
業
務
（
管
制
指
示
を
主
と
し
て
行
う
も
の
に
限

う
も
の
に
限
る
。
）

る
。
）

四
～
九

（
略
）

四
～
九

（
略
）

２

前
項
の
手
当
の
額
は
、
業
務
に
従
事
し
た
日
一
日
に

２

前
項
の
手
当
の
額
は
、
業
務
に
従
事
し
た
日
一
日
に

つ
き
、
業
務
の
種
類
及
び
勤
務
官
署
に
応
じ
て
次
の
表

つ
き
、
業
務
の
種
類
及
び
勤
務
官
署
に
応
じ
て
次
の
表

に
定
め
る
額
と
す
る
。

に
定
め
る
額
と
す
る
。

業
務
の
種
類

勤
務
官
署

手
当
額

業
務
の
種
類

勤
務
官
署

手
当
額

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）



前
項
第
二
号
の

（
略
）

（
略
）

前
項
第
二
号
の

（
略
）

（
略
）

業
務

新
千
歳
空
港
事
務

七
百
七
十
円

業
務

中
部
空
港
事
務
所
、

七
百
七
十
円

所
、
中
部
空
港
事
務

福
岡
空
港
事
務
所
又

所
、
福
岡
空
港
事
務

は
那
覇
空
港
事
務
所

所
又
は
那
覇
空
港
事

務
所

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
夜
間
特
殊
業
務
手
当
）

（
夜
間
特
殊
業
務
手
当
）

第
二
十
三
条
の
二

夜
間
特
殊
業
務
手
当
は
、
次
の
各
号

第
二
十
三
条
の
二

夜
間
特
殊
業
務
手
当
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
職
員
が
正
規
の
勤
務
時
間
に
よ
る
勤
務
の
一

に
掲
げ
る
職
員
が
正
規
の
勤
務
時
間
に
よ
る
勤
務
の
一

部
又
は
全
部
が
深
夜
に
お
い
て
行
わ
れ
る
業
務
で
当
該

部
又
は
全
部
が
深
夜
に
お
い
て
行
わ
れ
る
業
務
で
当
該



各
号
に
定
め
る
も
の
に
従
事
し
た
と
き
に
支
給
す
る
。

各
号
に
定
め
る
も
の
に
従
事
し
た
と
き
に
支
給
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

刑
務
所
、
少
年
刑
務
所
、
拘
置
所
、
少
年
院
又
は

六

刑
務
所
、
少
年
刑
務
所
、
拘
置
所
、
少
年
院
、
少

少
年
鑑
別
所
に
所
属
す
る
職
員

警
備
若
し
く
は
保

年
鑑
別
所
又
は
婦
人
補
導
院
に
所
属
す
る
職
員

警

安
又
は
被
収
容
者
の
戒
護
等
の
業
務

備
若
し
く
は
保
安
又
は
被
収
容
者
の
戒
護
等
の
業
務

七
～
十
四

（
略
）

七
～
十
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
刑
務
作
業
監
督
等
手
当
）

（
刑
務
作
業
監
督
等
手
当
）

第
二
十
八
条
の
二

刑
務
作
業
監
督
等
手
当
は
、
次
に
掲

第
二
十
八
条
の
二

刑
務
作
業
監
督
等
手
当
は
、
次
に
掲

げ
る
場
合
に
支
給
す
る
。

げ
る
場
合
に
支
給
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

刑
務
所
、
少
年
刑
務
所
、
拘
置
所
、
少
年
院
、
少

二

刑
務
所
、
少
年
刑
務
所
、
拘
置
所
、
少
年
院
、
少

年
鑑
別
所
、
入
国
者
収
容
所
又
は
地
方
出
入
国
在
留

年
鑑
別
所
、
婦
人
補
導
院
、
入
国
者
収
容
所
又
は
地



管
理
局
に
所
属
す
る
職
員
の
う
ち
公
安
職
俸
給
表
の

方
出
入
国
在
留
管
理
局
に
所
属
す
る
職
員
の
う
ち
公

適
用
を
受
け
る
職
員
（
人
事
院
の
定
め
る
職
員
を
除

安
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
人
事
院
の
定

く
。
）
が
次
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
し
た
と
き
。

め
る
職
員
を
除
く
。
）
が
次
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事

し
た
と
き
。

⑴
・
⑵

（
略
）

⑴
・
⑵

（
略
）

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
犯
則
取
締
等
手
当
）

（
犯
則
取
締
等
手
当
）

第
二
十
八
条
の
五

犯
則
取
締
等
手
当
は
、
次
に
掲
げ
る

第
二
十
八
条
の
五

犯
則
取
締
等
手
当
は
、
次
に
掲
げ
る

場
合
に
支
給
す
る
。

場
合
に
支
給
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

一
の
二

警
察
庁
関
東
管
区
警
察
局
に
所
属
す
る
職
員

（
新
設
）

の
う
ち
人
事
院
の
定
め
る
職
員
が
警
察
法
（
昭
和
二



十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
五
条
第
四
項
第
六

号
ハ
に
規
定
す
る
重
大
サ
イ
バ
ー
事
案
に
係
る
犯
罪

の
捜
査
に
関
し
て
、
被
疑
者
等
の
住
居
又
は
事
務
所

等
に
お
い
て
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

百
三
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
次
に
掲
げ
る
業
務

に
従
事
し
た
と
き

⑴

逮
捕

⑵

差
押
え
又
は
捜
索
（
身
体
の
拘
束
を
受
け
て
い

な
い
被
疑
者
等
が
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
場
合
に

限
る
。
）

二
・
二
の
二

（
略
）

二
・
二
の
二

（
略
）

三

検
察
庁
に
所
属
す
る
検
察
事
務
官
が
刑
事
訴
訟
法

三

検
察
庁
に
所
属
す
る
検
察
事
務
官
が
刑
事
訴
訟
法

の
規
定
に
基
づ
く
逮
捕
若
し
く
は
収
容
、
差
押
え
又

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
に



は
捜
索
の
業
務
で
人
事
院
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る

基
づ
く
逮
捕
若
し
く
は
収
容
、
差
押
え
又
は
捜
索
の

も
の
に
従
事
し
た
と
き
。

業
務
で
人
事
院
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
に
従

事
し
た
と
き
。

四
～
十
二

（
略
）

四
～
十
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
小
笠
原
業
務
手
当
）

（
小
笠
原
業
務
手
当
）

第
三
十
一
条

小
笠
原
業
務
手
当
は
、
令
和
十
一
年
三
月

第
三
十
一
条

小
笠
原
業
務
手
当
は
、
平
成
三
十
六
年
三

三
十
一
日
ま
で
の
間
、
小
笠
原
諸
島
（
孀
婦
岩
の
南
の

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
小
笠
原
諸
島
（
孀
婦
岩
の
南

南
方
諸
島
（
小
笠
原
群
島
、
西
之
島
及
び
火
山
列
島
を

の
南
方
諸
島
（
小
笠
原
群
島
、
西
之
島
及
び
火
山
列
島

含
む
。
）
並
び
に
沖
の
鳥
島
及
び
南
鳥
島
を
い
う
。
以

を
含
む
。
）
並
び
に
沖
の
鳥
島
及
び
南
鳥
島
を
い
う
。

下
同
じ
。
）
に
置
か
れ
る
官
署
に
所
属
す
る
職
員
が
、

以
下
同
じ
。
）
に
置
か
れ
る
官
署
に
所
属
す
る
職
員

当
該
官
署
の
所
掌
す
る
業
務
（
小
笠
原
諸
島
以
外
の
地

が
、
当
該
官
署
の
所
掌
す
る
業
務
（
小
笠
原
諸
島
以
外

域
に
お
け
る
業
務
を
除
く
。
）
に
従
事
し
た
と
き
に
支

の
地
域
に
お
け
る
業
務
を
除
く
。
）
に
従
事
し
た
と
き



給
す
る
。

に
支
給
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
併
給
禁
止
）

（
併
給
禁
止
）

第
三
十
二
条

（
略
）

第
三
十
二
条

（
略
）

２

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
殊
勤
務
手
当
を
支
給
さ

２

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
殊
勤
務
手
当
を
支
給
さ

れ
る
日
に
つ
い
て
は
、
当
該
手
当
に
対
応
す
る
同
表
の

れ
る
日
に
つ
い
て
は
、
当
該
手
当
に
対
応
す
る
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
特
殊
勤
務
手
当
は
支
給
し
な
い
。
た
だ

下
欄
に
掲
げ
る
特
殊
勤
務
手
当
は
支
給
し
な
い
。
た
だ

し
、
こ
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
同

し
、
こ
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
特
殊
勤
務
手
当
の
額
が
当
該
手
当

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
特
殊
勤
務
手
当
の
額
が
当
該
手
当

に
対
応
す
る
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
殊
勤
務
手
当
の

に
対
応
す
る
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
殊
勤
務
手
当
の

額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
一

額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
一

の
特
殊
勤
務
手
当
を
支
給
し
、
当
該
手
当
に
対
応
す
る

の
特
殊
勤
務
手
当
を
支
給
し
、
当
該
手
当
に
対
応
す
る

同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
殊
勤
務
手
当
は
支
給
し
な

同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
殊
勤
務
手
当
は
支
給
し
な



い
。

い
。

高
所
作
業
手
当

爆
発
物
取
扱
等
作
業
手
当

高
所
作
業
手
当

爆
発
物
取
扱
等
作
業
手
当

狭
あ
い
箇
所
内
等
検
査
作

狭
あ
い
箇
所
内
等
検
査
作

業
手
当
（
第
十
七
条
第
一

業
手
当
（
第
十
七
条
第
一

項
第
二
号
の
作
業
に
係
る

項
第
二
号
の
作
業
に
係
る

も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の

も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の

表
に
お
い
て
同
じ
。
）

表
に
お
い
て
同
じ
。
）

犯
則
取
締
等
手
当
（
第
二

犯
則
取
締
等
手
当
（
第
二

十
八
条
の
五
第
一
項
第
七

十
八
条
の
五
第
一
項
第
七

号
の
業
務
の
う
ち
人
事
院

号
の
業
務
の
う
ち
人
事
院

が
定
め
る
業
務
に
係
る
も

が
定
め
る
業
務
に
係
る
も

の
に
限
る
。
次
項
に
お
い

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
表

て
同
じ
。
）

に
お
い
て
同
じ
。
）



（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

災
害
応
急
作
業
等
手
当

道
路
上
作
業
手
当

災
害
応
急
作
業
等
手
当

道
路
上
作
業
手
当

山
上
等
作
業
手
当
（
第
二

山
上
等
作
業
手
当
（
第
二

十
条
第
一
項
第
二
号
の
作

十
条
第
一
項
第
二
号
の
作

業

に

係

る

も

の

に

限

業

に

係

る

も

の

に

限

る
。
）

る
。
）

移
動
通
信
等
作
業
手
当

移
動
通
信
等
作
業
手
当

（
第
二
十
一
条
第
一
項
第

（
第
二
十
一
条
第
一
項
第

一
号
の
作
業
に
係
る
も
の

一
号
の
作
業
に
係
る
も
の

に
限
る
。
次
項
に
お
い
て

に
限
る
。
）

同
じ
。
）

夜
間
特
殊
業
務
手
当

夜
間
特
殊
業
務
手
当



移
動
通
信
等
作
業
手
当

犯
則
取
締
等
手
当
（
第
二

夜
間
特
殊
業
務
手
当

道
路
上
作
業
手
当

十
八
条
の
五
第
一
項
第
十

二
号
の
業
務
の
う
ち
人
事

院
が
定
め
る
業
務
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）

夜
間
特
殊
業
務
手
当

道
路
上
作
業
手
当

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


